
【福岡労働局長登録教習機関第１号】      公益社団法人 福岡県労働基準協会連合会 八幡支部 

【登録有効期限 ２０２９年１０月１２日】                   （八幡労働基準協会） 

 『安全衛生推進者養成講習』のご案内 

労働安全衛生法では、労働災害を防止し、労働者の健康を確保するためには、事業場の安全衛生

体制を確保することが重要であり、１０人以上５０人未満の労働者を使用する所定の業種の事業場

では、安全衛生業務を担当する安全衛生推進者を選任しなければならないとされています。当協会

では、中小規模事業場の一層の安全衛生水準の向上に役立てて頂くため、下記のとおり安全衛生推

進者養成講習を開催致しますので、是非、ご利用をお願い致します。 

１．実施日・会場 

回 日   程 会   場 

第 1 回 ２０２６年 ４月２１日～２２日（火～水） 

福岡県労働基準協会連合会戸畑会場                           

（北九州市戸畑区中原 46-1） 

第 2 回 ２０２６年 ８月２０日～２１日（木～金） 

第 3 回 ２０２７年 １月２５日～２６日（月～火） 

2．講習内容 

  科   目 時   間 

1 日目 

安全管理 ２時間 

8:４５～ 

安全衛生教育 １時間 

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
措置等 

２時間 

安全衛生関係法令 ２時間 

2 日目 
作業環境管理及び作業管理 ２時間 

8:４５～ 
健康の保持増進対策 １時間 

３．受講料・テキスト代及びお支払方法                     （単位：円） 

受講区分  受講料  テキスト代  合  計  

会員・非会員  共通  1４ ,３00 1,430 1５ ,７30 

  ※年度中にテキスト改訂予定あり 改訂後はテキスト代 1,650 円 合計 1５,９50円に変更 

   テキスト改訂までに実施の講習会は、旧料金にて実施します。 

 

 

４．受講資格：年齢 満１８歳以上  

 

５．定 員：（受講申込書受理順で、定員になり次第締め切ります。） 

     各回  ２０ 名 

 

 



６．申込み方法及び受講料等のお支払いについて 

※受講申込み前に必ず講習会の空き状況を事務局までお問い合わせください。 

    事務局：八幡労働基準協会 

    住 所：〒805-0058 北九州市八幡東区前田 1520-16 

 ミドリ安全北九州㈱２階  

    ＴＥＬ：０９３－６６１－５２８８  ＦＡＸ：０９３－６６１－５２９９ 

 

  申込手順の詳細については、八幡労働基準協会ホームページに掲載の 

  「安全衛生推進者 受講申込方法（№１～８）」に記載していますので、そちらを 

  必ずご確認の上、手順に従って、申し込みください。 

   なお、キャンセル発生時には、キャンセル料を頂きますので、ご了承ください。 

 

   ※他の講習会とは振込先口座が異なりますので、間違えないようご注意ください。 


